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日本国内で「ETC」といえば、「有料道路の自動料金収受のための仕組み」と一
意に理解されるが、日本以外の国々においては、様々な道路課金制度があり、それ
に応じた様々な「ETC」が導入されている。本章においては、日本とは異なる道
路課金の姿について、ETCの目的や方式を分類するとともに、最近の関連技術動
向について取りまとめ、諸外国で導入されているETCの概要について紹介する。

諸外国のETCと比較した、日本のETCの特長は下記のとおりである。日本では
有料道路の通行料金徴収にETCが用いられ、一つのETC車載器でほぼ全国の有料
道路ネットワークをその有料道路事業者を問わずに利用できる。また、アクティ
ブ方式のDSRC通信により、通信精度が高いETCシステムとなっている。これは、
有料道路ネットワークの複雑性、複数の事業者による有料道路の運営、対距離のき
め細かい料金体系、料金収受の公平性、確実性等を所与の条件として制度設計され、
導入された結果である。

一方、諸外国では、欧州の一部の地域のように、特定の車載器により国境を越え
て利用することができるETCシステムもあるが、同じ国であっても路線ごとに異
なるETCシステムを採用している場合もある等、その運用も様々である。さらに、
有料道路の他一般道も対象とする重量車課金や混雑課金へのETC導入事例も多く
ある。

また、多くの国で、ETCが料金収受の専用システムであるのに対し、日本では、
道路情報の提供、走行履歴の収集等、いわゆるC-ITSサービスを統合したETC2.0
を運用している点も大きな特長である。

本章の構成は下記のとおりである。
まず、7-2にて世界の道路課金制度、各制度に応じて導入される事例が多いETC

技術方式を対比させつつ概観する。次に、各論として、7-3にて目的別の道路課金
制度、7-4にてETCの技術方式について概説する。さらに、7-5にて世界各国・地
域における道路課金制度、適用技術に関する最新の具体事例を紹介し、7-6にて主
な国ごとの現時点におけるETC導入状況をデータベースとしてまとめる。最後に
7-7にてETC技術に関する国際標準化の意義と現状について触れる。

本章の内容は2025年4月時点の情報に基づく。なお、掲載しているETC導入国・

７－１ はじめに
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地域は世界中のすべての導入国・地域を網羅するものではない。また、引用元
URLは予告なく変更・廃止等の可能性があるので、あらかじめ留意願いたい。

以下に、本便覧で紹介している主要なETC導入国・地域を示す。

主要なETC導入国・地域
令和7年4月末時点

欧州 アジア・
オセアニア 北中南米 中東・アフリカ

アイスランド ハンガリー インド アルゼンチン アラブ首長国連邦
アイルランド フランス インドネシア カナダ イスラエル
イタリア ブルガリア 韓国 コスタリカ イラン
英国 ベラルーシ カンボジア コロンビア エジプト
オーストリア ベルギー シンガポール チリ ケニア
オランダ ボスニア・

ヘルツェゴビナ
タイ ドミニカ共和国 コートジボワール

ギリシャ 台湾 ブラジル サウジアラビア
クロアチア ポルトガル 中国 米国 チュニジア
スイス ポーランド 香港 ペルー ナイジェリア
スウェーデン マルタ 日本 メキシコ 南アフリカ
スペイン ロシア パキスタン モザンビーク
スロバキア バングラデッシュ モロッコ
スロベニア フィリピン
セルビア ベトナム
チェコ マレーシア
デンマーク ミャンマー
ドイツ モンゴル
トルコ オーストラリア
ノルウェー ニュージーランド
小計=29カ国 小計=19カ国・地域 小計=10カ国 小計=12カ国
合計=70カ国・地域
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主要なETC導入国・地域の分布
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本章で扱うETC導入国・地域は約70カ国に及び、世界中で道路課金の自動化が
進んでいる。世界のETCは、道路課金の目的や技術方式、料金所形態によって異
なり、社会動向や技術開発に合わせて多様化が進んでいる。

（１）ETC導入時期と採用技術

ETCは導入国ごとに、その導入時期はまちまちであり、一般論として、その採
用技術は、導入時点で適用可能な技術レベルに制約されざるを得ない。

ETCの導入が始まった2000年頃は、当時技術的に運用が可能なDSRCやRFIDと
いった電波方式のETCの採用が中心であった。また料金所では、一時停止や中低
速でのノンストップ通行での運用が主流であった。

一方現在では、携帯通信網の拡大によりGNSSで取得した位置情報データの送受
信が容易となるとともに、画像解析技術の発展によりANPRの精度が向上したこ
とから、GNSS方式やANPR方式のETCの採用も広がっている。また、各技術の
検知精度が向上したことで、本線上に設置したガントリーにて課金を行うマルチ
レーンフリーフロー（MLFF）を採用する事例が増えている。どのような方式を採
用するかは、その国の道路課金施策や予算規模、道路状況等によって使い分けられ
る。道路課金の目的は7-3に、技術方式や料金所形態については7-4に詳細に記載す
る。

ETCの類型

７－２ 諸外国の ETCの概要
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（２）国、地域ごとの傾向

諸外国のETC導入状況は様々であり、地域によって課金制度や技術方式の傾向
が異なる。

①欧州
欧州では、有料道路課金に対してパッシブ方式DSRCのETCが用いられて

きた。またビニエットと呼ばれる通行証を採用していた国では、ANPRを用い
た電子ビニエット方式が導入されている。その他、規定重量を超える車両を対
象とする重量車課金や、都市中心部への流入車を対象とする混雑課金や環境課
金も導入されている。重量車課金に関しては欧州域内での統一された電子式道
路課金サービス（EETS：European Electronic Toll Services）の展開が進ん
でおり、一つの車載器を複数カ国で共通利用することができる。
②米国

米国では、有料道路課金の他、従来無料であったフリーウェイの時間信頼性向
上のために、料金を支払った車両や多人数乗車車両のみが通行できるHOT（High 
Occupancy Toll）レーンが導入され、RFID方式のETCが用いられている。また、
電気自動車の普及や従来車の燃費向上により懸念されている燃料税収の減少及び
道路維持管理費の不足に対し、道路利用課金が一部の州で導入されている。混雑
課金も一部の都市で運用が開始された。
③アジア諸国

アジアでは、多くの国で有料道路課金が導入され、シンガポール等では混雑課
金も導入されている。国ごとにETCの導入状況や技術方式が大きく異なり、各
国独自でETCシステムの導入や技術方式の見直しが進められている。日本等で
はDSRCが用いられているのに対し、インドやフィリピン等では、より安価なシ
ステム・車載器によるETCの早期普及等の観点からRFIDが用いられている。シ
ンガポールでは従来用いられてきたDSRCから、GNSS方式のETCへ移行してい
る。しかし、高層ビルによる衛星信号の反射や地形による障害等により位置情報
の精度が低下する場合があるため、DSRCによる位置補正を行っている。なお車
載器にC-ITS※機能が付帯している。また、インドやインドネシア等でもGNSS
方式への移行が検討されている。
※C-ITS: 協調ITS（Cooperative-ITS）。車・インフラ・歩行者等でデータ交換を行い、

道路交通の安全性や円滑性を向上させるシステム

世界的に共通した傾向として、料金所を撤廃してMLFFへ移行する事例や、
初めからMLFFで導入する事例が増えている。
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道路課金を導入する目的は、新たな道路整備の財源確保のみならず、既存インフ
ラの有効活用を目的とした場合もあれば、複合的な目的となっている場合もあり、
国により様々である。以下に主な導入目的を示す。

（１）有料道路課金

道路の建設費用や維持管理費用を徴収する目的で、対象道路を利用する全車両に
対して行う課金であり、最も多くの国で採用されている道路課金施策である。有料
道路の建設には、多大な資金が必要であり、通常、有料道路事業者は金融機関より
建設資金を借入れて道路を建設し、有料道路の利用者から徴収した通行料金により、
借入金を返済する。橋やトンネルのみを利用した場合の課金も有料道路課金である。

（２）重量車課金

道路の維持管理費用や更新費用の財源確保を目的として、道路損傷の原因となる
重量車両に対して行う課金である。

欧州ではEU指令により、国境を越えた長距離移動が多い重量車両を対象に、受
益者負担の公平性の観点からインフラ利用課金に関するルールが定められており、
これに基づき各国で課金制度が導入されている。

（３）混雑課金

道路や都市内の混雑緩和を目的として、特定のエリアや路線に限定して行う課金
であり、交通需要の管理を可能とする課金である。課金負荷をかけることによるピー
ク時間帯からオフピーク時間帯への交通のシフトや混雑する道路からの経路変更、
公共交通機関への転換といった道路利用者の交通行動の変更を促す。

混雑課金には、エリア内での車両のすべての移動に課されるエリア課金、特定の
区域への流入時に車両に課されるコードン課金等がある。これらは時間帯等により
課金額が変動する。

７－３ 道路課金導入の目的
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１）エリア課金
特定の地域内での走行に対して、道路利用者に一日単位で課金するもので、ロ

ンドンやミラノ、ニューヨーク等で導入されている。課金対象時間が定められる
こともあり、課金された当日は対象地域への出入りが自由となる。

２）コードン課金
特定の地域に進入する道路利用者に対して課金するもので、時間帯ごとに定め

られた課金額が進入するたびに課金される。シンガポールやストックホルムで導
入されている。

３）可変料金制課金
道路の交通需要に応じて課金額を変動させるものと、同じ道路で一般車線と区

分した特定の車線に料金を課するものがある。
前者は、時間帯により料金額を変動させるフランスのA1や日本の高速道路の

平日朝夕割引、深夜割引等がある。後者は、米国の高速道路内に優先レーンを設
けて特定のレーンにおいて課金するHOTレーンがある。

（４）環境課金

自動車交通に起因する環境問題（大気汚染、騒音、振動等）の対策として、自動
車の交通量を抑制することで沿道環境の改善を図るために行う課金である。

欧州では、自動車の排気ガスによる健康被害への対策を目的に低排出地区（LEZ：
Low Emission Zone）を設定し、主に大型車を対象とした課金による都市内への
アクセス規制を実施している。重量車課金とも重複するが、ドイツやスイスでの
重量車課金の目的も環境負荷低減であり、ドイツでは従来の排出量クラスに加え、
CO2排出量に基づく料金が追加されている。イタリアのミラノでは、都市中心部の
Area Bへ進入する全車両への課金が導入され、歴史遺産の保護も目的となってい
る。日本の首都高速や阪神高速で行われている環境ロードプライシング割引も環境
課金の一つである。

（５）道路利用課金

燃料税を代替する財源確保を目的に、走行距離や利用期間に応じて料金が決まる課金で
ある。電気自動車やハイブリッド車等のような燃料税を（一部）徴収できない車両に対し
ても、道路維持管理費用を負担させるものである。詳細は、7-5（2）に記載する。



177

7 章　諸外国のETC

道路課金の目的と対象
道路課金 主な課金目的 対象車両 対象エリア

有料道路課金

・道路建設費の回収
・道路維持や交通インフラ整備財源の確保
・費用の回収を受益者負担とすることで、

有料道路の早期整備を実現し、公平性
を担保する

・有料道路を利
用する車両 ・有料道路

重量車課金

・道路維持や交通インフラ整備財源の確保
・道路周辺環境の改善
・主に国境を越える通行が自由なEUにお

いて、受益者負担とすることで、公平
性を担保する

・規定重量を越
える車両

（例: 3.5t超の
車両）

・すべての道
路、または一
部の高規格道
路

混雑課金

・道路混雑の緩和
・課金負荷により、道路利用者の行動変

容を促進し、収益は公共交通の整備等
へ充当される

・対象エリアへ
進入する車両

（エリア内住民
等を除く）

・都市部や一部
路線

環境課金 ・道路周辺環境の改善
・混雑課金と同様

・対象エリアへ
進入する車両

（エリア内住民
等を除く）

・都市部や一部
路線

道路利用課金

・道路維持や交通インフラ整備財源の確保
・燃料税を（一部）徴収できないEVやハ

イブリッド車等に対し、道路維持管理
費用を負担させる

・すべての車両 ・すべての道路



178

7 章　諸外国のETC

７－４ ETCの方式

ETCの方式は国や地域により様々であるが、現在、電波によるDSRCとRFIDを
用いた方式が主流である。一方で、近年GNSS方式の採用が増加している。

以下に各国で採用されているETCの方式について紹介する。

（１）DSRC（Dedicated Short Range Communication）

DSRCは、東アジア（日本、中国、韓国）で普及しているアクティブ方式と欧州
で一般的なパッシブ方式に大別される。

アクティブ方式は、車載器に電源で駆動される発振器を内蔵し、路側機と車載器
が双方向に情報をやり取りできる。また、比較的広い通信範囲を設計可能で、それ
を活かした大量の情報の授受が可能であり、高い信頼性も確保される。

パッシブ方式は、一般的に車載器に電源を内蔵せずに通信することを可能とした
通信方式であり、通信回路を駆動するための電力は、路側機からの電波から得てい
る。車載器の構成を簡素化することができるが、一方で路側機からの送信電力を高
くする必要がある。

（２）RFID（Radio Frequency Identifi cation）

パッシブ方式DSRCと同じ通信原理を用いるが、車載器（タグ；応答器）を大幅
に簡素化しコストダウンさせた方式である。タグはID情報を書込んだICチップと
アンテナのみで構成され、電池は内蔵されていない。非常にコンパクトであり、フ
ロントガラスやヘッドライトに貼付けて使用されている国もある。

RFIDは構造が簡素なため、製造コストを下げやすく、ETCのみならず物流や物
品管理等幅広く使われている。一方、メモリーが少ないため、DSRCで可能な渋滞
情報等の交通情報の受信ができない。

北米、中南米、インド、台湾等で普及している。台湾では2006年に導入した赤外
線方式から、2014年にRFID方式に移行しており、タグを車両オーナーに無償で提
供することで、短期間で普及率を90%以上まで向上させた。マレーシアでも同様に、
赤外線方式からRFID方式へ移行している。
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（３）赤外線（IR:Infrared）

DSRCやRFIDの電波と異なり、赤外線により車載器と路側機が通信を行う方式
である。赤外線方式は、直進性が高く通信領域が狭くなるが、消費電力が少ない。

韓国、ベトナム等で採用されている（韓国はDSRCと併用）。

（４）GNSS（Global Navigation Satellite System）

GNSS受信機と携帯通信機能を備えた車載器により、車両の位置や走行経路を把
握する方式である。収集したGNSS情報により、課金対象の道路、エリアへの進入
を検知し、課金の要否判断を行う。トンネル内や高層ビル街等でのGNSS信号の受
信不良に備え、ジャイロや加速度センサー、AIマップマッチング等による位置補
正技術の併用が必要となる。車両の位置、経路情報に応じた柔軟な課金設定が可能
となる。

なお、位置情報を意図的に偽装する行為（Spoofi ng）対策として、道路上に設
置された違反検知用アンテナとの通信やカメラによる自動ナンバープレート認識

（ANPR）を利用した位置情報の確認が行われる。欧州では近年、GNSSへの方式
転換が見られる。

経路情報の生成手法（マップマッチング処理手法）には、大きくわけてThick 
ClientとThin Clientの2つがある。Thick Clientは、車載器側に地図データが内蔵
されており、車載器内でマップマッチング処理を行う手法である。そのため、車
載器の負荷がやや高く、また利用者による定期的な地図更新が必要となる。一方、
Thin Clientは、車載器側に地図データは内蔵されておらず、センターサーバー側
でマップマッチング処理を行い、経路情報を生成する手法である。

ドイツ、スロバキア及び東欧諸国は、Thin Clientを採用している。シンガポー
ルは、2023年11月にDSRC方式からGNSS方式へ移行を開始し、Thick Clientを採
用している。
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欧州のETC方式（混雑課金、環境課金を除く）

（５）ANPR（Automatic Number Plate Recognition）

ANPRとは自動ナンバープレート認識システムのことであり、走行車両を撮影し
た画像からナンバープレートを検出し、OCR技術（Optical Character Recognition:
光学文字認識）により車両ナンバーを読取り、登録車データベースと照合すること
で車両を特定する。特定した車両への課金は、事前登録型、事後追跡型等様々である。

ANPRは、交通違反の取締り等、様々な目的で使われてきた技術であり、ETC
技術としては、都市内の混雑課金やビニエット制有料道路課金に使用されるほか、
RFID、GNSS等をメインとした上で認識不良時の補完や、不正防止対策のために
併用されていることが多い。出入口ゲーティングを行わないMLFF導入の際には、
車載器非搭載車の捕捉のためにANPR技術を併用することが重要となる。

なお、ナンバープレートが標準化されていない場合や悪天候の場合は、ANPRの
認識精度は大きく影響を受ける。OCR技術で自動認識できない場合は、目視判断
等補助的な手段が必要となる。
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（６）各ETC方式の比較

各ETC方式における路車間通信イメージ

DSRC（アクティブ） DSRC（パッシブ） RFID

赤外線 GNSS ANPR（画像処理）

通信精度はアクティブ方式のDSRCが最も高いが、多くの国ではパッシブ方式の
DSRC、RFID、GNSSが利用されている。通信方式の選択は、地形や課金精度、コ
ストなどの条件によって異なる。GNSS方式は常に位置情報を取得でき、路側機の
設置が不要なためインフラ整備が不要だが、トンネルや高層ビル街などでは補完技
術や路側設備が必要となる。不正防止のためには監視用の路側機も求められる。

ETC方式の比較

項目
DSRC

RFID 赤外線 GNSS ANPR※1

アクティブ パッシブ
検知精度※2 ◎ ○ ○ △ ○ △
路側機の少なさ※3 △ △ △ △ ◎ -
車載器の価格※4 △ ○ ◎ ○ △ -
走行経路の把握※5 ○ ○ ○ ○ ◎ ○

※1  ANPRは、車載器が必要なく、車両との通信は発生しない
※2  検知精度は高い方から　◎→〇→△
※3  路側機の少なさは高い方から　◎→〇→△。 GNSS以外は路側機を設置する必要があるため、GNSSのみ◎とし、他は△
※4  車載器の価格は、安価な方から ◎→〇→△
※5  走行経路の把握は精度の高い方から　◎→〇
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（７）ETCの交通処理能力

ETCにおける交通処理能力はETC方式だけではなく、どのようなゲート方式を
採用するかによって決定される。日本で主に利用されているバリアありノンストッ
プのETCと比較し、バリアのないMLFF（マルチレーンフリーフロー）では約2倍
の交通処理能力となる。

一方で、各ETC方式における課金制度は、課金時の車両速度がより高速である
MLFFより、ノンストップ（バリアあり）の方が高くなる。そのため、どのようなゲー
ト方式を採用するかは、各国の課金制度に関する考え方や、ETCの技術方式、事
業者の課金成功率に関するKPI等によって決定される。

ETCの交通処理能力（1時間1車線あたり交通量と通過時速度）

停止あり
（手動料金徴収）

停止あり
（自動料金徴収）

ノンストップ
（バリアあり）

ノンストップ
（MLFF）

約120～160台
（0 km/h）

約400～600台
（0 km/h）

約800～900台
（30 km/h）※1

約1,800～2,300台
（自由流）

※1  日本では料金所の通過速度を20km/h以下になるように呼びかけている

出所：Modes of operation of toll gate lanes on toll roads, IOPscience, Institute of Physics
< https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1001/1/012103/pdf >

出所：Toll collection methods, etc., NEXCO中日本
< https://www.c-nexco.co.jp/inbound-en/methods/ >

出所：Taiwan RFID-based ETC Total Solution, FETC
< https://www.roc-taiwan.org/public/USlax_en_events/5860173671.pdf >

（８）各国の導入状況

ここまで示したように、諸外国では様々なETC方式が採用されている。ETCの
方式別利用状況を比べると、有料道路課金では、パッシブDSRCとRFIDの２方式
が世界中で普及が拡大しており、欧州を中心にANPRによる電子ビニエットの普
及も進んでいることが確認できる。同様に、重量車課金ではGNSS、混雑課金では
ANPRの普及が確認できる。
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主要な国・地域、都市での道路課金導入の目的と方式一覧

課金目的
DSRC

RFID 赤外線 GNSS ANPR
アクティブ パッシブ

有料道路課金 日本
韓国
中国
カンボジア

欧州各国
タイ
ミャンマー
オーストラリア
チリ
南アフリカ
モザンビーク
モロッコ

トルコ
アジア各国
北中南米各国
中東各国
アフリカ各国

韓国
インドネシア
ベトナム

アイスランド
オーストリア
スウェーデン
スロバキア
チェコ
ハンガリー
ブルガリア
タイ
ニュージーランド

重量車課金 オーストリア スイス
スロバキア
チェコ
デンマーク
ドイツ
ハンガリー
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ロシア

混
雑
課
金

エリア
課金

ニューヨーク ロンドン
ミラノ
アムステルダム
アントワープ
オスロ

コードン
課金

オスロ
ベルゲン
シンガポール

アブダビ シンガポール ストックホルム
ヨーテボリ

可変料金
制課金

日本 米国

環境課金 日本 オーストリア スイス
ドイツ

ロンドン

道路利用課金 ニュージーランド
米国

※1  シンガポールでは2023年11月からDSRC方式からGNSS方式に移行している
※2  混雑課金の主な導入対象が都市であるため、都市名を主に記載している

次ページ以降の方式別ETC導入国（2025年時点/2011年時点）では、各年時点で利
用されているETCの主要方式を示す（一つの都市を対象に導入される混雑課金、環境
課金は除く）。

本図では一つのシステムや路線の中で補完用として利用されている方式は示さない
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ものとする。例えば、RFIDの補完システムとして利用されるANPRは示していない。
また、システムや路線によって異なる方式のETCが導入されている場合は、それら両
方を利用方式として示す。

なお、本図は各国内での導入地域を示すものではない。
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方
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（１）欧州の統一課金サービス

１）経緯
欧州では各国で独自の自動料金収受システムが導入されてきた。その結果、互換

性のない複数のシステムが存在し、欧州域内を移動する際には、国ごとに対応した
車載器を搭載し、支払い契約を行う必要がある。管理者にとっては負荷が増大し、
利用者にとっては車載器の維持管理や精算処理の煩雑さが問題となっていた。

欧州におけるフロントガラスへの車載器搭載の状況　例

出所：ITS-TEA

このような背景のもと、欧州で統一した電子式道路課金サービス（EETS：Eu-
ropean Electronic Toll Services）を実現するため、欧州委員会（EC）は2004年4
月に「EUにおける電子通行料金システムの相互運用性を保つ技術的要件」が定義
された欧州委員会指令（DIRECTIVE 2004/52/EC）を公布した。これを受け各国
関連機関や民間組織はこれを実現するため、法整備や標準化作業、実証実験等に取
組んできた。これらの成果が欧州委員会に報告され、2009年10月にEETSにおける
関係主体の要件や権利・義務、技術的要件等を定義する欧州委員会決定（DECISION 
2009/750/EC）が採択された。

しかし、2012年にEETSを開始することはできなかった。欧州委員会により施策
の事後評価及びステークホルダーを招集した原因分析が行われ、その結果、さらに
欧州委員会指令（DIRECTIVE 2004/52/EC）を大幅に見直した新しい欧州委員会
指令（DIRECTIVE （EU） 2019/520）が2019年3月に公布された。加盟国は2021年
10月19日を期限にその指令を自国法に適用させる必要があり、各国は同日までに
EETSの法令を施行している。

７－５ 最近の世界の動向
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２）欧州委員会指令（DIRECTIVE 2004/52/EC）の概要
実行計画

2006年にEETSの欧州委員会決定を公布
その3年後に3.5tを超える重量車への課金
同じく5年後には一般車両への課金

基本方針
車両1台に対して1台の車載器、一つの契約（請求書）でEC加盟国内での課
金サービスを実現

適用領域
EC加盟国内におけるあらゆる形態の道路関連課金（Toll、Fee、Tax）に適用。
すべての国において同一のサービス品質の提供

要求事項
衛星測位とセルラー通信によるETC方式（GNSS/CNあるいはAutonomous 
system：自律システムと呼ばれる）を将来的目標として勧告。ただし従来
の5.8GHz帯のDSRCも使用可能

３）欧州委員会決定（DECISION 2009/750/EC）の概要
EETSにおける関係主体の要件や権利・義務、技術的要件等を定義する文書で

ある。上記のDIRECTIVEでは2006年7月までの発行が要求されていた文書だが、
2009年10月になって発行された。これにより、3.5tを超える重量車課金への適用
は2012年、一般車両課金への適用は2014年が期限となっていた。

しかし、EETSの導入に向けた各国の足並みが揃わないことから、段階的な
EETS（REETS：Regional European Electronic Toll Service）の導入が検討さ
れた。REETSはEU全体での相互運用ではなく、一部のEU加盟国に限定して、
相互運用を図るプロジェクトである。

４）欧州委員会指令（DIRECTIVE （EU） 2019/520）の概要
実行計画

2019年3月19日にEETSの欧州委員会決定を公布。
2021年10月19日以降に市場に投入される車載器は衛星による測位サービスと
互換性があること。
2027年12月31日までEETSプロバイダーは一般車両を対象に5.8GHz帯
DSRCの車載器のみを提供。

基本方針
車両1台に対して1台の車載器、一つの契約（請求書）でEC加盟国内での課
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金サービスを実現。
適用領域

EC加盟国内におけるあらゆる形態の道路関連課金（Toll、Fee、Tax）に適用。
すべての国において同一のサービス品質の提供。

要求事項
使用技術として5.8GHz帯のDSRCや衛星測位とセルラー通信によるETC方
式（GNSS/CNあるいはAutonomous system：自律システムと呼ばれる）を
基本としつつ、ANPR方式への配慮が示されたほか、料金の支払い不履行時
に国境を越えて回収できるよう、車両保有者に関する情報を加盟国間で交換
できる仕組みを構築すること等が示された。また、相互接続に関する情報開
示義務等EETSの実現に不可欠なEETSプロバイダーに対する保護や規制緩
和が明確化された。

５）欧州の統一課金サービスの展開状況
2025年5月時点でEETSに参加を公式に表明しているEETSサービスプロバイ

ダーと各国のEETS対応状況は以下のとおりである。ただし、EETSサービスプ
ロバイダーの提供する車載器がどの有料道路で使えるかは差異がある。サービス
提供には有料道路事業者の認定試験に合格する必要があるが、EETSサービスプ
ロバイダーは需要の大きい幹線道路を優先して対応する等の営業戦略もあり、利
用できる有料道路は増えている。
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EETSサービスプロバイダー

出所 The EETS Facilitation Platform
< https://www.eetsinfoplatform.eu/eets-status/maps/ >

EETSの対応状況

出所 The EETS Facilitation Platform
< https://www.eetsinfoplatform.eu/eets-status/maps/ >
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（２）道路利用課金（RUC:Road Usage Charge）

米国では道路特定財源である燃料税収が減少している。また、ガソリン燃料を必要と
しないEV利用者は、同じ道路を走行していても税負担がない。そこで、化石燃料や電気、
水素等燃料の違いにかかわらず、道路の走行距離に応じた課税の導入が検討されている。

欧州では、EUによる経済の一体化が進んでおり、特に重量貨物車の越境交通が増加し
てきた。道路利用が無料の国では、燃料を購入しない限り道路の整備費用が負担されな
いことから、不公平な状況となっている。利用者負担と汚染者負担の原則に基づき、ビ
ニエットと呼ばれる時間制料金から対距離料金への移行及び排気ガス、騒音、混雑といっ
た外部費用も考慮しつつゼロエミッション車を含めた料金体系の見直しが進められてい
る。

１）米国の道路利用課金
①経緯

米国における現在の交通インフラ整備の歳入源は、燃料税に基づくハイウェイ
トラストファンドである。しかし、低燃費車両の増加にともなう燃料消費量の減少
や、インフレを加味していない税率であることから慢性的な財源不足に陥っており、
2000年頃より代替財源の確保についての検討が行われてきた。

2002年には、ハイウェイトラストファンドの枯渇を懸念する15州が連携し、車両
の走行距離に応じて課金を行う道路利用課金についての検討が始められた。2004年
頃からは連邦政府が州の研究開発を支援するようになった。

2009年には、当時年内に予定されていた新交通総合法の制定に向け、オレゴン
州DOT（Department of Transportation）のレポート等において、道路利用課金
実施に向けた最終的な検討のため連邦レベルで5年間にわたる全国調査の資金供与
を行うことが提言された。また、燃料税に加えて道路利用課金を創設し、併用しな
がら20年間をかけて置換えていくシナリオが提案された。しかし、法案成立は大
幅に遅れ、2012年になってからMAP-21（Moving Ahead for Progress in the 21st 
Century）と呼ばれる2年間の法律として成立したが、その中では財源問題への対策
は先送りされて盛込まれなかった。

その後、2015年12月4日に米国陸上交通総合法；FAST Actが成立し、その中に
燃料税に代わる代替歳入メカニズム研究開発プログラムが位置付けられ、2015年は
15millionドル/年、2017-2020年は20millionドル/年の予算が割当てられた。FAST 
Actの期限を迎えた2020年には、1年間の延長（2021年9月30日まで）が成立した。

2021年11月にバイデン大統領は「インフラストラクチャと雇用への投資法」
（INVEST法）を承認。これにより州のRUCプログラムの予算に加え、連邦レベル
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のRUCのパイロットプログラムに向けた準備作業が進められた。
2022年11月、これまで西部を中心にいくつかの州が集まりRUC Westというコン

ソーシアムを形成していたが、20州が参加する現状を踏まえRUC Americaに改名
した。

2023年10月3日、FHWA（連邦道路管理局）は全米のRUCパイロットに関する長
官宛ての勧告を作成するための諮問委員会のメンバー募集を開始している。トラン
プ政権発足後の2025年2月には諮問委員会のメンバー15名が任命された。

②各州における動向
オレゴン州

オレゴン州ではMAP-21にて道路利用課金に関する全米での調査（実証テスト）
が盛込まれなかったことを受け、州として導入に向けた具体的な取組みを進めた。
2013年には、道路利用課金に関する法案が全米初の州法として可決され、2015年
7月から5,000台の車両を対象としたOReGOプログラムという社会実験が実施さ
れた。2019年には登録車両5,000台の制限を撤廃し、さらに、2020年1月1日からは、
OReGOに登録されている電気自動車や高燃費車（40マイル/ガロン以上）の所
有者は、車両登録料が減免される。2021年には対象車両を30マイル/ガロンに引
下げる法案が提出されているが、2025年5月時点では成立していない。

社会実験終了後の2016年にはRUCプログラムの見直し案が作成され、2025年
からは以下の条件に該当する場合は、プログラムへの参加が義務付けられている。

・2026年以降のモデルの自動車
・1万ポンド以下の重量の自動車
・20マイル/ガロンより燃費が良い自動車

2025年5月時点では走行距離の計測は以下の選択肢が提供され、走行距離
に応じてセンターで料金（2.0セント/マイル）が計算される。GPS対応の場合、
車両の現在位置が州内か州外か、私道か公道かを判別することができ、州外
若しくは私道の場合は課金を行わない仕組みを実現している。

・モバイルアプリ：スマホで走行距離計の写真を撮り報告（GPS非対応）
・O E M コ ネ ク テ ッ ド ビ ー ク ル：車 載 テ レ マ テ ィ ク ス で 走 行 距 離 を 報 告
（G P S 非 対 応）

・OBD-Ⅱプラグインデバイス：プラグに差込み走行距離を報告（GPS対応）
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OBD-Ⅱプラグインデバイス

出所：GeoToll
< https://www.geotollorego.com/ >

ユタ州
ユタ州運輸局（UDOT）は、連邦陸上交通システム資金調達（STSFA）

プログラムによる助成を受け、2018年度にRUC Advisory Committeeを設
立し、同年から電気自動車、ハイブリッド車の所有者向けにRUCプログラ
ム（任意参加）を開始している。2019年には米国運輸省やTransportation 
Commissionに制度設計を提言する団体も設立した。州の燃料税の代替とな
るRUCの実現可能性を調査するため、2020年1月1日よりRUCプログラムへ
の参加者の登録を開始した。2020年には州のRUC料金に地方自治体のRUC
料金を加算する仕組みの実現可能性について試験している。2021年3月から
はRUCのカスタマー エクスペリエンスの最適化に取組み、RUCプログラム
の効率改善に取組んでいる。UDOTは、州の交通システムによる持続可能
な資金を提供することを目指しており、2031年までに州内の全車両に対し
RUCを適用させる計画である。RUCプログラム参加者は増加傾向にあり、
更に参加者を増やすために、１マイルあたりの課金額を引下げる新たな法案
を可決した。

2025年5月時点のRUC制度の概要は以下のとおりである。
・2023～2025年のRUC料金は1.06 セント/マイル
・年間登録料金（定額の代替燃料車両料金）を支払う方法、若しくは

RUCプログラムのサービスを利用して支払う方法から選択
・2025年5月時点では走行距離の計測は次の選択肢が提供されている

-モバイルアプリ：スマホで走行距離計の写真を撮り報告（GPS非対応）
-OEMコネクテッドビークル：車載テレマティクスで走行距離を報告（GPS非対応）
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カリフォルニア州
カリフォルニア州においてもオレゴン州と同様の法案が可決され、2016年

7月～2017年3月の9カ月間に延べ5,000台以上の車両を対象とし、走行距離で
は3,700万マイルを超える社会実験が実施された。プラグインデバイスと呼
ばれる専用端末やスマートフォン、走行距離計等様々な機器を利用して走行
距離の把握が行われた。これを基に燃料税の5年間の平均を基に1ガロンあた
りの平均マイルを算出し、1.8セント/マイルが道路利用に対する課金額と
して設定された。

2020年にはオレゴン州との相互運用可能な地域システムの立上げを計画し
た。米国運輸省は、その地域間のRUCパイロットの開始のために、2.59million
ドルのFAST Act助成金を授与している。

ワシントン州
ワシントン州においても、2018年2月から2019年1月までの1年間で、2,000

名が参加する社会実験が実施された。この社会実験の結果を基に、2020年1
月にはワシントン州交通委員会によって州議会に対して16の勧告がなされて
いる。これにより、今後5年間にわたる道路利用課金の継続的な検討と開発
が後押しされている。大規模なRUCシステムを導入する前に、パイロット試
験中に発見した問題を解決するために4つのタスクに分けて検証が行われた。

2025年2月にはRUC法案が提案された。段階的なRUCの義務化や、燃料
税の変動に応じた料金（2.6セント/マイル）の調整、複数の距離報告方法

（走行距離計の報告若しくはGPSデバイスによる報告）の提供が提案された。
2027年からEVとハイブリッド車は任意参加となり、2029年に義務化され、
その他の燃費の良い自動車も2031年には義務化される計画である。

ハワイ州
燃料税の代替税としてのRUCの導入に向け、州全体で2,129人の参加者に

よる実証実験 （HiRUC）を2018年に開始した。これは市民にRUCとはどの
ようなものか体験させ、どのような懸念があるのか等をフィードバックする
ものであった。車両所有者は、運転報告書と、燃料税と比較した各車両所有
者が支払うべきRUC金額（8ドル/1,000マイル）を記載した請求書を受取る。
このプログラムは3年間行われ、2022年8月に最終報告書が発行された。

2023年7月5日には州知事がRUC法案 （法律第222号）に署名した。2025年
7月1日から電気自動車 （EV） の運転者は、1,000マイルあたり8ドルのRUC
料金を支払うか、年間50ドルの定額料金を支払うかを選択できる。
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その他の州
また、進捗に差異はあるものの、全米の多くの州において道路利用課金の

導入に向けた検討が始まっている。バージニア州も2022年7月よりRUCの運
用を開始した。

全米におけるRUC検討状況（2024年）

出所:  Federal Highway Administration
< https://ops.fhwa.dot.gov/ubarm/ >

２）欧州の道路利用課金
①経緯

欧州では、EUの発足により域内の交通が自由になり、自国の道路を他国の
車両が頻繁に通行するようになった。特に重量貨物車の通過交通が増加してき
ている。道路のインフラ費用を燃料税でまかなっている国では、他国の税負担
をしていない車両が自国の道路整備の恩恵を受けていることが問題となった。
このようなことから、EUでは受益者に負担させる道路課金のルールとして利
用者負担と汚染者負担（‘user pays’ and‘polluter pays’）の原則に基づく
EU指令（Directive 1999/62/EC）が制定され、各国はこのルールに基づいた
道路利用課金制度を導入している。また、電気自動車の販売台数が拡大を続け、
燃料税に代わる財源の確保は多くの国で課題となっている。

EU指令では、期間による課金方式と走行距離に応じた課金方式の2つの方
式がある。期間による課金方式（ビニエット方式）は単純で運営コストが安い
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ため、多くの加盟国で導入された。しかしながら、一定の期間内であれば経路
や時間の制約なしで走行できるため、実際の走行距離や混雑課金、環境課金等
の課金には不向きである。また、2015年のCOP21パリ協定の「世界全体の平
均気温上昇を工業化以前よりも2℃未満に、できれば1.5℃に抑える努力をする」
目標を達成するため、欧州ではGreen Deal政策を発表、具体的な施策につい
ては「Fit for 55」のパッケージとしてまとめられている。交通分野のCO2削
減に関する施策の一つとしてEurovignette指令の改定が2017年に提案された。
改定されたEurovignette指令は2022年3月4日に発効している。この改定の概
要は次のとおり。

・ 道路課金の対象は普通車を含むすべての自動車に拡大する（当初の指令は
大型車を対象とした規制であった）

・ 時間ベースの料金から走行距離ベースの料金への移行を進める。欧州横断
コアネットワークは8年以内に走行距離ベースの料金へ段階的に移行する

・ 時間ベースの料金は特別な理由がある場合にのみ適用できる
・ 料金は、道路設備のコストに加え外部費用（自動車による騒音・混雑・排

気ガスの影響）から構成する
・ CO2排出量のクラスに応じた料金を追加する
・ 環境にやさしい自動車の料金は大幅に削減する

②道路利用課金の方式
期間による課金方式（ビニエット方式）

利用時間に基づく課金であり、年、月、週、日単位がある。1993年頃から
EU加盟国を中心に広がり、1995年頃にはEU加盟国外でも導入された。も
ともとビニエットとは納税済証紙であり、事前に道路の利用料を支払った証
として、有効期間ごとに色が異なるシールをフロントガラスに貼って掲示す
るものである。技術的に単純で運営コストが安いため、多くの国に導入され
た。

近年、ナンバープレートに紐付けられている電子式のビニエットが登場し、
デンマーク、ルクセンブルク、オランダ、スウェーデン、ルーマニア、リト
アニア、ラトビア、英国、エストニアの9カ国で採用されている。オーストリア、
チェコ、スイス、ブルガリアでは、3.5t以下の普通車のみビニエット方式で
課金している。

電子式のビニエット方式では、ANPR技術が採用されており、ANPRカメ
ラがナンバープレートを読込み、納税した車両か否かをデータベースと照合
する。電子ビニエットの場合、ステッカーは不要なケースがほとんどである。
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10日間用ステッカータイプのビニエット（オーストリア用）

出所: ASFINAG
< https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/klebevignette// >

走行距離に応じた課金方式
走行した距離に応じて、課金額が決定される方式であり、利用者が理解し

やすいシステムである。1999年ユーロビニエット指令が制定されたのを機に、
それまでの固定課金のビニエット方式だけではなく走行距離に応じた課金方
式も可能となった。2001年頃から本方式を導入する国が広がりを見せた。ま
た、大気汚染や渋滞による外部費用を踏まえた料金設定が可能であり、環境
負荷の低減や交通管理効果も期待できる。走行距離を把握する方式がいくつ
か存在する。

道路利用課金の方式

方式 方式の内容 導入国
タコグラフ 国外からの車両は、国境前の税関で走行

距離を申告する。全道路が課金対象。
スイス

パッシブDSRC 車載器とゲートのアンテナ間で通信を行
う。高速道路走行に対しての課金で、3.5t
を超える重量貨物車が対象。

オーストリア、スロベニ
ア

GNSS＋携帯通信 走行した位置情報と地図データをマッチ
ングし、3.5tを超える車両の対象道路で
の走行距離分を課金する。

ドイツ、ベルギー、ポーランド、
チェコ、スロバキア、ハンガ
リー、ブルガリア、デンマーク
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欧州での大型車の国別課金方式（2023年時点）

※デンマーク：GNSS方式フリーフローを導入、スペイン：一部フリーフローを導入

出所:「Towards the generalization of km- and satellite based RUC for cars in Europe」
IBTTA Global Tolling Summit 2023, Source, GNSS Consulting

③各国における動向
ドイツ

2023年12月、CO2排出量に応じた料金体系に見直され、従来の道路利用課
金に加え、CO2排出に対しても料金徴収が始まった。課金収入は鉄道へのモー
ダルシフトに活用される。

また、2024年7月には、これまで7.5t以上の重量車両のみが対象であった
重量車課金が、3.5tを超える重量車両に課金対象を拡大した。

デンマーク
2025年1月1日より、12t以上の重量車両はCO2排出量に応じた道路利用課

金をGNSS方式で開始した。
さらに、2027年1月1日からは、課金対象が3.5t以上のトラックに拡大され

る計画である。対象となる道路は、州道路網の主要道路及び市町村道路網の
一部（総延長約10,900km）である。
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2028年1月1日からは更に対象道路が拡大し、デンマークの全公道ネット
ワーク（約75,000km）に適用される計画である。

アイスランド
2024年1月、走行距離計を用いた乗用車への道路利用課金を開始した。電

気自動車や水素自動車、ハイブリッド車に対して道路利用課金が適用される。
電気自動車と水素自動車は1kmあたり約6.5円、ハイブリッド車は1kmあた
り約2.2円が課金される。燃料税も引続き徴収される。

また、2025年にはガソリン車まで対象を拡大する計画である。

その他の国
リトアニアやオランダ、スイス等でも同様にGNSSを用いた重量車課金の

導入や移行が計画されている。

３）ニュージーランドの道路利用課金
①経緯

1978年、大型車によって引き起こされる道路インフラの損傷に対して維持管
理費用を徴収することを目的として導入され、車両管理者がライセンスを窓口
等で走行前に購入し、フロントガラスに貼付ける運用が行われていた。ライセ
ンスは1,000km単位で走行を許可するものであり、走行距離計に基づき、ラ
イセンスの開始・終了距離が示されている。しかし、ライセンスの運用・管理
にコストがかかりすぎることや、ライセンスに定められた走行距離を超えて走
行する車両が多発していたこと、未払い車両の取締りが確実に行えていないこ
と等の課題が発生していた。

そこで2010年、GNSSを活用した新たなシステム「eRUC」を導入し、走行
距離の計測と走行距離に応じた課金が自動で行われるようになった。

②制度の概要
道路利用課金の対象車種は、すべての大型車（車両総重量3.5トン以上、ディー

ゼル車）と、ガソリン車以外の軽車両（ディーゼル車及び電気自動車）である。
通常の道路走行に適さない車両（トラクターや工事用車両等）はRUC適用対
象外である。車種区分は80以上に及び、車両総重量や車軸数に基づいて定めら
れている。

課金額は1000km単位で定められ、2025年5月時点で、乗用車は約6,700円
（PHEVは50%割引）、大型車は約7,000～38,000円に設定されている。
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③eRUCの概要
GNSSによる車両トラッキングを行い、車両位置・速度・ルート追跡を行う

ことができる。算定されたRUC料金はセルラー通信によりセンターに送られ、
燃料税控除等の計算も自動で行われる。RUC対象の大型車の25％が利用して
いるが、その収益は全体の60%を占めている。

eRUC端末
出所: ERoad, Ehubo2 < https://www.eroad.co.nz/solutions/hardware/ >

（３）エリアロードプライシング

大都市の中心部への流入を抑えることで、渋滞や公害を抑制するための課金制
度の一つである。近年渋滞緩和に加え環境への配慮から導入を開始・検討してい
る国が増えている。

１）米国、ニューヨーク
2025年1月5日、E-ZPassを利用した、米国初となる混雑課金がマンハッタンの

中心地区に導入された。新たに導入される課金は「中心業務地区通行料（Central 
Business District Tolling：CBDTP）」と呼ばれ、緊急車両や障がい者輸送車両
を除き、原則としてイースト川やハドソン川に沿って走るFDRドライブとウエ
ストサイド・ハイウェイに囲まれたマンハッタン60丁目以南の地区を通行するす
べての車両が対象となる。課金にはE-ZPassのほかANPRが用いられ、対象地
区への進入箇所にアンテナやカメラを備えたガントリーが設置されている。

料金は、該当地区周辺に設置されるE-ZPassによる料金収受システムによ
り徴収される。得られた収入は、地下鉄システムの改善等公共交通機関の維
持・修繕に充てられ、財政難に直面するニューヨーク都市圏交通公社（MTA：
Metropolitan Transportation Authority）の安定財源となることが期待されてい
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る。
料金は車種と時間帯によって異なり、導入後は段階的に料金が上がる計画と

なっており、3フェーズに分けられており、2027年までは通常料金の60％、2028 
～2030年は80％、2031年以降は100％と段階的に引き上げる計画である。2025年5
月時点で、乗用車及び小型商用車は、日中9.00ドル、夜間2.25ドル、トラック及
び一部のバスは車両の大きさや機能に応じて日中14.40ドルまたは21.60ドル、夜
間3.60ドルまたは5.40ドル、オートバイは日中4.50ドル、夜間1.05ドルの通行料
が課金される。また、緊急車両や障がい者車両、認可されたスクールバスや通勤
用バン等への免除や、低所得者への一カ月の利用回数10回目以降の50％割引適用
等がある。料金未納者には後日、支払命令が通知される。

当初、2021年1月に開始する計画であったが、新型コロナウィルスの感染拡大
もあり、導入は遅れた。2022年4月27日にCBDTP及び実施プロセスについての
早期アウトリーチコメント期間が終了していたが、2023年5月5日に連邦道路庁

（Federal Highway Administration）がCBDTPの最終EA（簡易アセスメント）
及び影響微少とする調査結果ドラフト案の公表が承認され、2023年5月12日から
30日間の縦覧が開始された。縦覧終了後は、連邦政府による最終承認を経て、課
金ガントリーの設置が開始され、2024年6月30日から運用開始される予定であっ
たが、2024年6月5日、ニューヨーク州知事により導入無期限延期が発表された。
その後、ニューヨーク州知事は、2027年まで料金を基本料金の60％まで下げて
2025年1月から開始する案を2024年11月14日に発表し、同年11月18日にMTA理
事会により段階的導入が承認された。2028年以降は基本料金の80％、2031年以降
は100%とする計画である。

MTAは2025年1～3月で1億5,900万ドルの収益を生み、2025年目標である5億
ドルにも到達する見込みであると発表している。
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マンハッタン地区における混雑課金の対象エリア

出所: ニューヨーク都市圏交通公社 
< https://congestionreliefzone.mta.info/ >

２）その他の動向
シンガポールでは、2023年11月に従来のDSRC方式のERPから、GNSS方式の

ERP2.0に移行を開始した。
ニュージーランドのオークランドや、インドネシアのジャカルタでは、混雑課

金の導入が検討されている。

（４）マルチレーン・フリーフロー（MLFF: Multi Lane Free Flow）

１）世界で普及が進むMLFF方式
MLFFとは、有料道路の複数車線を走行する自動車を減速させることなく車

両を特定し、自動的に課金する方式である。課金の処理能力が高く料金所が必要
ないため、運用コストも安くなる。ポルトガル、オーストラリア、台湾、トルコ、
ブラジル、南アフリカ、アメリカ、フランス、タイ、韓国等多くの国で導入され、
マレーシア、フィリピン、インドネシアでも導入が検討されている。
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台湾のMLFF

出所：「Taiwan RFID-based ETC Total Solution」FETC
< https://www.roc-taiwan.org/public/USlax_en_events/5860173671.pdf >

MLFFの運用の流れは、①通過する車両の検知と分類、②車載器のIDによる
車両の特定とナンバープレートの読取り、③センターに送信されたデータに基づ
く課金額の計算となる。車載器のない車両や検知できなかった車両は、同時に撮
影したナンバープレートから登録車両データベースにより車両所有者を特定し、
請求する。

MLFFには車載器を使用するDSRC方式と、Tagを使用するRFID方式の2つ
が主流であるが、ロンドンのDart Chargeやニュージーランドのような自動ナン
バープレート認識（ANPR）機能によるカメラのみで運用している事例もある。
またGNSS方式もドイツの大型車課金等で採用されており、2023年にはシンガ
ポールでも導入され、インドネシアでは導入に向けた検討が進んでいる。

MLFFと料金所のETCゲートの大きな違いは、MLFFの場合、複数レーンを
走行する車両を減速させることなく課金をするため、単位時間あたりの処理能力

（台数）が他の方式と比較して秀でている点である。
他方、ゲート設備を持たないことにより、料金所でのETCであれば可能な、

非ETC車や異常ETC車の流入/退出抑止やレーン上でのカード・現金処理等の
対応は難しい。

なお、2014年発行の欧州議会の資料（Technology Options for the European 
Electronic Toll Service）によると、MLFFの車線あたりの時間処理能力は、3,000
台と記載されている。


